
(1) 第13号 日本スポーツ法学会会報 1999年5月15日

第
6
回
日
本
ス
ポ
ー
ツ
法
学
会
総
会

で
、
伊
藤
堯
会
長
の
後
を
う
け
て
、
第

三
代
会
長
に
選
出
さ
れ
、
責
任
の
重
大

性
を
痛
感
し
て
お
り
ま
す
。

ふ
り
か
え
っ
て
み
ま
す
と
、
一
九
九

二
年
12
月
に
霞
ヶ
関
ビ
ル
内
の
東
海
大

学
校
友
会
館
に
有
志
が
集
い
、
日
本
ス

ポ
ー
ツ
法
学
会
の
設
立
が
決
定
さ
れ
、

千
葉
正
士
初
代
会
長
の
す
ぐ
れ
た
リ
ー

ダ
ー
シ
ッ
プ
の
も
と
で
、
本
学
会
は
順

調
に
活
動
を
開
始
い
た
し
ま
し
た
。
こ

の
間
に
、
固
有
法
・
事
故
問
題
・
実
定

法
の
三
部
会
を
設
置
し
、
大
会
の
他
に

研
究
会
の
開
催
、
会
報
・
年
報
の
発
行

な
ど
、
学
会
活
動
の
基
礎
が
築
か
れ
た

と
い
っ
て
よ
い
と
思
い
ま
す
。

次
の
伊
藤
堯
会
長
の
も
と
で
、
96
年

に
日
本
学
術
会
議
団
体
登
録
が
認
め
ら

れ
、
翌
年
に
は
、
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

委
員
会
か
ら
の
依
頼
に
よ
り
、
佐
藤
千

春
会
員
が
ド
ー
ピ
ン
グ
協
議
会
に
参
加
、

7
月
に
は
、
金
沢
で
「
ス
ポ
ー
ツ
事
故

の
防
止
と
医
療
を
考
え
る
」
を
テ
ー
マ

と
し
て
、
日
本
臨
床
ス
ポ
ー
ツ
医
学
会

と
の
共
催
に
よ
る
共
同
研
究
会
を
開
催

し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
同
年
12
月
の

第
5
回
大
会
で
は
、
94
年
10
月
以
降
の

ス
ポ
ー
ツ
基
本
法
研
究
専
門
委
員
会
の

活
動
の
成
果
で
あ
る
「
ス
ポ
ー
ツ
基
本

法
要
綱
案
」
が
発
表
さ
れ
、
そ
こ
で
は

「
す
べ
て
国
民
は
、
ひ
と
し
く
ス
ポ
ー
ツ

に
関
す
る
権
利
を
有
し
、
生
涯
に
わ
た

っ
て
実
際
生
活
に
則
し
、
ス
ポ
ー
ツ
に

参
加
す
る
自
発
的
な
機
会
が
保
障
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
国
民

の
ス
ポ
ー
ツ
権
の
存
在
を
確
認
す
る
に

至
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
間
に
、
本
学

会
の
社
会
的
認
知
が
一
層
進
み
、
活
発

な
活
動
が
進
め
ら
れ
て
き
た
と
い
っ
て

よ
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

両
会
長
の
業
績
は
ま
こ
と
に
顕
著
な

も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
6
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年
の
間
に
、
研
究
体
制
な
ど
、
初
期
の

頃
に
は
う
ま
く
働
く
と
考
え
て
い
た
も

の
が
、
か
な
ら
ず
し
も
有
効
に
機
能
し

な
い
と
い
っ
た
事
態
も
生
じ
て
お
り
ま

す
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
本
年
度
の

理
事
会
で
は
、
従
来
の
三
部
会
制
に
か

え
て
、
例
え
ば
世
界
の
ス
ポ
ー
ツ
実
定

法
・
ド
ー
ピ
ン
グ
・
事
故
判
例
な
ど
に

関
す
る
研
究
専
門
委
員
会
の
設
置
を
検

討
す
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
た
。
そ
の

他
に
も
、
本
学
会
の
組
織
体
制
の
確
立

と
そ
の
た
め
の
規
約
の
制
定
、
学
会
と

し
て
取
り
上
げ
る
べ
き
課
題
、
先
の
研

究
専
門
委
員
会
の
設
置
と
も
関
係
す
る
、

学
会
の
本
来
の
使
命
の
一
つ
で
あ
る
有

用
・
必
要
な
情
報
を
提
供
し
あ
う
方
法

と
場
な
ど
に
つ
い
て
、
改
め
て
検
討
し

て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

微
力
で
は
あ
り
ま
す
が
、
全
力
を
あ

げ
て
、
本
学
会
の
発
展
の
た
め
に
努
力

す
る
所
存
で
あ
り
ま
す
。
会
員
の
皆
様

の
ご
協
力
と
ご
支
援
を
切
に
お
願
い
す

る
次
第
で
あ
り
ま
す
。

濱
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第
六
回
大
会
は
、
一
九
九
八
年
十

二
月
十
九
日
（
土
）、
早
稲
田
大
学
国

際
会
議
場
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
。

全
体
テ
ー
マ
は
「
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け

る
違
法
性
阻
却
」
で
あ
る
。

第
一．

大
　
　
会

一
　
自
由
研
究
発
表
は
、
第
一
部
会

と
第
二
部
会
の
2
会
場
に
分
か
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
発
表
と
討
議
が
行
な
わ
れ

た
。
司
会
は
第
一
部
会
を
諏
訪
信
夫

会
員
（
筑
波
大
学
）、
第
二
部
会
を
佐

藤
干
春
会
員
（
朝
日
大
学
）
が
担
当

し
た
。

（1）

自
由
研
究
発
表
第
一
部
会

１．

中
田
誠
（
富
土
ゼ
ロ
ッ
ク
ス
）

…
ス
ク
ー
バ
ダ
イ
ビ
ン
グ
業
界
の
現

状
に
つ
い
て
。

２．

吉
田
勝
光
（
中
京
大
学
体
育
研

究
所
）
…
高
校
野
球
活
動
で
の
打
撃

練
習
中
の
事
故
防
止
に
関
す
一
考

察
。

3．

小
谷
寛
二
（
呉
大
学
）
…
学
校

運
動
会
事
故
紛
争
関
係
に
お
け
る
安

全
提
供
義
務
に
関
す
る
一
考
察
。

（2）

自
由
研
究
発
表
第
二
部
会

1．

森
浩
寿
（
日
本
大
学
大
学
院
）

「
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
に
お
け
る
ス
ポ

ー
ツ
行
政
の
変
遷
」

2．

水
沢
利
栄
（
福
井
大
学
）「
ス
キ

ー
場
人
場
者
保
険
に
関
す
る
ス
キ
ー

ヤ
ー
及
び
ス
ノ
ー
ボ
ー
ダ
ー
の
意
識

調
査
」

第
二．

総
　
　
会

総
会
は
、
野
間
口
英
敏
会
員
（
東

海
大
学
）
の
司
会
で
行
わ
れ
た
。
伊

藤
堯
会
長
（
平
成
大
学
）
の
挨
拶
の

後
、
小
笠
原
正
事
務
局
長
（
東
亜
大

学
）
か
ら
今
年
度
の
活
動
報
告
及
び

99
年
度
の
事
業
計
画
案
並
び
に
99
年

度
の
予
算
案
が
報
告
・
提
案
さ
れ
、

い
ず
れ
も
承
認
さ
れ
た
。
伊
藤
会
長

か
ら
本
年
は
人
事
の
改
選
の
時
期
に

ス
ポ
ー
ツ
法
学
会

第
二
代
会
長
の
任
を
終
え
て

伊
　
藤
　
　
　
堯

初
代
、
千
葉
会
長
の
後
を
受
け

て
二
代
目
会
長
を
引
受
け
、
ま
た

た
く
間
に
三
年
間
。
理
事
、
役
員

を
は
じ
め
、
会
員
の
皆
様
の
ご
支

援
を
受
け
て
、
無
事
任
期
を
終
え

る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
の
間
一
九
九
六
年
に
は
日
本

学
術
会
議
の
団
体
登
録
が
認
め
ら

れ
、
ス
ポ
ー
ツ
法
学
会
が
創
立
三

年
に
し
て
学
術
団
体
と
し
て
社
会

的
に
認
知
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
変

な
慶
び
で
あ
り
ま
し
た
。
又
、
法

学
部
、
体
育
学
部
で
ス
ポ
ー
ツ
法

学
の
講
座
を
開
設
す
る
大
学
が
相

次
ぎ
、
事
務
的
に
も
法
曹
界
か
ら

認
知
さ
れ
、
現
在
会
員
の
内
45
名

が
弁
護
士
で
あ
る
こ
と
も
ス
ポ
ー

ツ
法
学
の
社
会
的
必
要
性
が
評
価

さ
れ
て
い
る
証
左
で
あ
り
ま
す
。

学
会
は
第
一
義
的
に
は
学
問
研

究
団
体
と
し
て
の
責
任
が
あ
り
ま

す
が
、
そ
の
研
究
成
果
を
社
会
に

貢
献
す
る
責
任
も
あ
り
ま
す
。

新
濱
野
体
制
に
期
待
す
る
と
こ

ろ
で
す
。

三
年
間
の
会
員
の
皆
様
の
ご
支

援
を
感
謝
す
る
と
と
も
に
、
日
本

ス
ポ
ー
ツ
法
学
会
の
さ
ら
な
る
発

展
を
祈
念
し
て
退
任
の
ご
挨
拶
と

し
ま
す
。

日
本
ス
ポ
ー
ツ
法
学
会

第
六
回
大
会
盛
大
に
開
催
さ
れ
る
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い
。よ

り
優
越
的
な
大
き
な
利
益
を

守
る
た
め
に
許
さ
れ
る
。
御
柱
で
は

死
亡
事
故
が
お
こ
る
が
、
慣
習
の
国

民
的
意
思
が
許
し
て
い
る
。
ス
ポ
ー

ツ
は
「
業
務
行
為
」
で
あ
る
。
正
し

く
行
わ
れ
た
継
続
・
反
復
さ
れ
た
行

為
が
「
業
務
」。

（3）

過
失
…
許
さ
れ
た
危
険
の
法
理

と
ス
ポ
ー
ツ
。
き
ち
っ
と
ル
ー
ル
を

守
れ
ば
、
同
意
が
あ
る
の
で
許
さ
れ

る
。
傷
害
は
同
意
が
あ
れ
ば
無
罪
。

殺
人
は
同
意
殺
の
犯
罪
に
な
る
。
過

失
死
亡
は
同
意
が
予
想
の
範
囲
内
な

ら
違
法
性
阻
却
と
な
る
。
過
失
犯
も

不
可
罰
と
な
る
。

2．

ス
ポ
ー
ツ
事
故
と
民
事
上
の
違

法
性
阻
却
―
そ
の
実
体
法
的
・
訴
訟

法
的
検
討
―
萩
原
金
美
（
神
奈
川
大

学
）

（1）

違
法
性
阻
却
は
過
失
相
殺
の
要

件
と
な
っ
て
い
る
。
安
全
配
慮
義
務

は
債
務
不
履
行
か
、
不
法
行
為
の
論

争
が
あ
る
。
実
務
家
の
直
観
で
は
訴

訟
の
請
求
権
競
合
に
つ
い
て
不
法
行

為
構
成
と
契
約
構
成
の
意
義
は
薄
れ

て
い
る
。
判
例
は
安
全
配
慮
義
務
は

過
失
の
内
容
が
、
不
法
行
為
の
過
失

相
殺
の
要
件
と
な
っ
て
い
る
。
制
裁

的
機
能
は
不
法
行
為
で
あ
ろ
う
。
専

門
家
と
素
人
の
見
解
の
違
い
、
過
失

さ
が
し
、
事
故
防
止
に
つ
な
が
ら
な

い
。
登
山
事
故
は
、
一
回
か
ぎ
り
の

条
件
も
あ
る
が
被
害
者
遺
族
の
場
合

は
、
不
法
行
為
と
考
え
る
。
調
停
で

は
当
事
者
が
制
裁
を
求
め
て
い
る
。

ス
ポ
ー
ツ
の
自
己
決
定
権
の
自
己
発

現
で
あ
る
。

（2）

裁
判
官
は
過
失
さ
が
し
を
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
紛
争
処
理
は

裁
判
所
だ
け
で
は
な
い
。
事
故
補
償

の
相
互
救
済
シ
ス
テ
ム
は
ニ
ュ
ー
ジ

ー
ラ
ン
ド
で
施
行
さ
れ
て
い
る
。
Ａ

Ｄ
Ｒ
（
代
替
的
紛
争
解
決
）
は
第
三

者
が
仲
裁
す
る
弁
護
士
会
の
仲
裁
セ

ン
タ
ー
が
あ
る
。
早
く
3
回
で
解
決

す
る
。
裁
判
は
職
業
裁
判
官
な
の
で

ス
ポ
ー
ツ
に
つ
い
て
知
ら
な
い
。
判

決
と
同
じ
く
先
例
集
も
出
版
し
て
い

る
。国

際
ル
ー
ル
は
ス
ポ
ー
ツ
で
は
当

た
り
前
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
マ
ネ

為
無
価
値
説
、
主
観
主
義
と
客
観
主

義
の
論
争
が
あ
る
。
ル
ー
ル
を
破
っ

た
時
の
心
理
状
態
。
犯
罪
を
構
成
要

件
か
ら
、
次
に
違
法
性
、
有
責
を
考

え
る
。
こ
の
点
が
刑
法
は
厳
格
で
あ

る
。ボ

ク
シ
ン
グ
は
暴
行
か
傷
害
か
。

医
療
行
為
と
ス
ポ
ー
ツ
行
為
は
パ
ラ

レ
ル
で
あ
る
。
常
識
的
に
観
客
は
犯

罪
と
思
っ
て
い
な
い
。

ベ
ー
リ
ン
グ
流
的
な
犯
罪
で
な

く
、
違
法
性
の
類
型
が
構
成
要
件
と

考
え
る
の
が
多
数
説
・
判
例
の
主
流

で
あ
る
。
刑
事
で
は
違
法
阻
却
は
認

め
ら
れ
な
い
。
や
は
り
、
正
当
防
衛

だ
け
で
あ
る
。
結
果
が
「
死
ぬ
」
と

事
情
は
変
わ
る
。
余
り
に
も
酷
い
ル

ー
ル
違
反
が
あ
る
と
き
は
構
成
要
件

該
当
と
な
る
。
実
務
家
の
構
成
要
件

該
当
な
し
、
と
の
判
断
の
根
拠
に
は

「
被
害
者
の
同
意
」
が
最
大
の
理
由

で
あ
る
。

問
題
は
、
過
失
で
死
亡
し
た
場
合
で

あ
る
。

（2）

正
当
行
為
（
刑
法
35
条
）
法
令

ま
た
は
業
務
に
よ
る
行
為
は
罰
し
な

あ
た
り
、
任
期
満
了
に
よ
る
会
長
退

任
の
申
し
出
と
新
役
員
選
出
を
従
前

の
慣
例
に
従
い
選
出
し
た
い
旨
提
案

が
あ
り
、
全
会
一
致
で
承
認
さ
れ
た
。

新
役
員
は
会
長
濱
野
吉
生
会
員
、
副

会
長
小
笠
原
正
会
員
、
事
務
局
長
菅

原
哲
朗
会
員
が
総
会
で
選
任
さ
れ
た
。

ま
た
、
元
会
長
千
葉
正
士
会
員
を
名

誉
理
事
と
す
る
旨
の
提
案
も
採
択
さ

れ
た
。
濱
野
新
会
長
か
ら
就
任
の
挨

拶
と
現
在
会
員
数
が
発
足
以
来
6
年

間
で
210
名
と
な
っ
た
事
が
報
告
さ
れ

た
。

（
一
）
基
調
講
演
…
司
会
入
澤
充
会
員

（
東
京
女
子
体
育
大
学
）

1．
「
ス
ポ
ー
ツ
と
刑
事
責
任
―
違
法

性
阻
却
を
中
心
に
」
前
田
雅
英
（
東

京
都
立
大
学
）

（1）

故
意
犯
は
少
な
く
、
過
失
責
任

で
あ
る
。
刑
事
事
件
と
な
る
の
は
登

山
と
水
泳
が
多
い
。
多
く
の
人
間
が

死
亡
し
て
い
る
の
で
、
刑
事
事
件
の

問
題
と
な
る
。
生
命
身
体
に
対
す
る

犯
罪
類
型
と
な
る
。

違
法
と
は
、
悪
い
こ
と
で
あ
る
。

何
が
悪
い
の
か
？
結
果
無
価
値
・
行
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ー
ゲ
ー
ム
の
世
界
は
ス
ポ
ー
ツ
事
故

と
異
な
る
。
各
国
固
有
法
が
重
要
で

あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
紛
争
処
理
の

法
文
化
と
相
剋
と
融
合
が
あ
る
。

第
三．

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、
大
会
の
テ
ー

マ
で
あ
る
「
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
違

法
性
阻
却
」
を
中
心
と
し
て
、
坂
本

重
雄
会
員
（
専
修
大
学
）、
宮
内
孝
知

会
員
（
早
稲
田
大
学
）
の
司
会
に
よ

っ
て
行
わ
れ
た
。

提
言
者

「
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
違
法
性
阻
却
」

井
上
洋
一
（
奈
良
女
子
大
学
）

「
ス
ポ
ー
ツ
事
故
と
違
法
性
阻
却
」

山
田
二
郎
（
東
海
大
学
）

「
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
健
康
診
断
書
・

誓
約
書
の
現
状
と
課
題
―
ラ
ン
ニ
ン

グ
と
ト
ラ
イ
ア
ス
ロ
ン
に
関
し
て
―
」

山
西
哲
郎
（
群
馬
大
学
）

山
田
…
危
険
引
受
よ
り
「
危
険
の
同

意
」
と
呼
ぶ
ほ
う
が
相
応
し
い
。
明

示
の
承
諾
書
を
と
っ
て
い
な
く
て

も
、
危
険
の
同
意
を
被
害
者
の
黙
示

の
承
諾
が
擬
制
さ
れ
て
い
る
。
自
由

な
意
思
と
社
会
的
合
理
性
が
あ
れ
ば

制
限
つ
き
で
判
例
は
認
め
る
。
過
失

相
殺
の
問
題
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

被
害
者
の
同
意
は
、
民
事
で
は
必
要

要
件
で
あ
る
が
決
定
的
要
件
で
は
な

い
。
承
諾
の
限
界
が
問
題
と
な
る
。

競
技
ス
ポ
ー
ツ
や
マ
ラ
ソ
ン
大
会
で

の
同
意
書
は
有
効
と
い
え
る
。
ス
キ

ー
用
具
は
、
Ｐ
Ｌ
法
も
あ
り
、
免
責

約
款
は
無
効
と
い
え
る
。
交
通
事
故

で
確
立
さ
れ
て
い
る
信
頼
の
原
則

（
相
手
方
を
信
頼
し
て
行
動
す
れ
ば

よ
い
）
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
。
ス
ポ

ー
ツ
事
故
も
ル
ー
ル
に
従
っ
て
い
れ

ば
、
故
意
で
な
け
れ
ば
違
法
性
は
阻

却
さ
れ
る
。
挑
発
行
為
は
過
失
相
殺

で
あ
ろ
う
。
ス
ポ
ー
ツ
の
「
マ
ニ
ュ

ア
ル
」
は
ル
ー
ル
と
同
視
す
べ
き
で

あ
る
。
そ
し
て
、
ル
ー
ル
の
違
反
の

有
無
で
過
失
を
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ

う
。過

失
相
殺
は
、
被
害
者
の
過
失

や
損
害
の
拡
大
、
ス
ポ
ー
ツ
事
故
の

特
色
で
あ
る
。

山
西
…
ホ
ノ
ル
ル
マ
ラ
ソ
ン
か
ら
戻

る
。
厳
し
い
誓
約
書
。
マ
ラ
ソ
ン
は

大
衆
ラ
ン
ナ
ー
が
プ
ロ
と
並
ん
で
走

れ
る
ス
ポ
ー
ツ
特
性
が
あ
る
。
ト
ラ

イ
ア
ス
ロ
ン
は
ハ
ワ
イ
で
海
兵
隊
が

考
え
だ
し
た
。
危
険
性
は
道
路
、
海

な
ど
ス
ポ
ー
ツ
環
境
が
左
右
す
る
。

参
加
者
が
市
民
レ
ベ
ル
の
中
高
年
が

多
く
、
そ
の
問
題
点
が
あ
る
。
文
書

は
単
な
る
警
告
的
、
締
め
つ
け
的
な

存
在
に
な
っ
て
い
る
。

誓
約
書
は
ア
メ
リ
カ
・
オ
ー
ス

ト
ラ
リ
ア
で
は
詳
細
な
請
求
権
の
放

棄
を
求
め
る
。
健
康
診
断
が
セ
ッ
ト

に
な
っ
て
い
る
。

（
討
論
）

三
浦
…
学
校
教
育
は
法
的
に
立
法
的

な
承
諾
が
あ
る
。
ル
ー
ル
遵
守
に
よ

り
違
法
性
が
阻
却
さ
れ
て
い
る
の

は
、
被
害
者
の
承
諾
が
背
後
に
あ
る

の
で
は
な
い
の
か
。

山
田
…
刑
事
の
分
野
で
は
被
害
者
の

承
諾
が
決
定
的
で
も
、
民
事
の
分
野

は
、
五
要
件
は
別
個
で
は
な
く
実
際

の
事
件
で
は
重
な
っ
て
い
る
。
被
害

者
の
承
諾
は
オ
ー
ル
マ
イ
テ
ィ
ー
、

全
て
で
は
な
い
。
判
断
基
準
、
枠
組

み
と
し
て
は
ル
ー
ル
違
反
が
決
定
的

だ
ろ
う
。正
当
行
為
の
判
断
が
必
要
。

危
険
の
同
意
は
重
要
な
要
素
と
な

る
。

前
田
…
正
当
行
為
35
条
と
同
意
は
一

体
と
な
る
の
で
は
な
く
。
刑
事
で
故

意
犯
を
考
え
れ
ば
、不
可
罰
と
な
り
、

過
失
犯
で
は
ル
ー
ル
違
反
は
重
要
で

あ
ろ
う
。
注
意
義
務
に
つ
い
て
過
失

の
ス
ポ
ー
ツ
事
故
を
考
え
る
。
マ
ラ

ソ
ン
は
イ
メ
ー
ジ
が
な
か
っ
た
。

山
田
…
挑
発
行
為
が
あ
っ
て
も
ル
ー

ル
違
反
が
あ
れ
ば
違
法
阻
却
と
言
え

な
い
。
ル
ー
ル
を
守
っ
て
い
れ
ば
限

り
な
く
故
意
に
近
く
て
も
正
当
行
為

に
な
る
。

小
谷
…
ル
ー
ル
違
反
は
、
高
度
の
テ

ク
ニ
ッ
ク
と
し
て
ス
ポ
ー
ツ
が
な
り

た
っ
て
い
る
。

伊
藤
…
ル
ー
ル
違
反
は
マ
ナ
ー
の
問

題
で
あ
ろ
う
。

山
田
…
判
断
規
範
、
行
為
違
反
と
し

て
の
フ
ェ
ア
ー
プ
レ
ー
の
精
神
が
必

要
。

（
敬
称
略
）

（
菅
原
哲
朗
　
記
）
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月
18
日
大
会
ま
で
に
提
案
す
る
。

第
6

学
術
会
議
に
関
す
る
件

学
術
会
議
の
候
補
者
は
、
会
長
、
推

薦
人
副
会
長
、
補
助
事
務
局
長
で
了

承
さ
れ
た
。

第
7

そ
の
他

1

日
本
体
育
協
会
よ
り
新
連
載
の
申

し
出

テ
ー
マ
、
執
筆
者
の
選
定
は
小
笠
原

副
会
長
に
一
任
し
、
次
回
理
事
会
に

報
告
予
定
で
あ
る
。

2

事
務
所
移
転
の
件

（1）

一
九
九
九
（
平
成
11
）
年
4
月

1
日
よ
り
体
育
施
設
出
版
か
ら
総
合

ス
ポ
ー
ツ
研
究
所
・
㈱
ト
ス
エ
ン
タ

ー
プ
ラ
イ
ズ
に
移
転
す
る
。

（2）

新
事
務
所

〒
186-

0004

国
立
市
中
1
―
9
―
8

第

7
叶
ビ
ル
5
階

電
話
設
備
を
新
設
す
る
。

3

事
務
局
体
制
の
件

（1）

退
任
　
佐
々
木
光
明
・
高
橋
雅

夫
・
日
野
一
雄
・
増
尾
均
・
野
中
ル

ミ
子

日
時
・
場
所
は
一
九
九
九
（
平
成
11
）

年
12
月
18
日
早
稲
田
国
際
会
議
場

決
定
済
み
。

第
3

夏
の
三
部
会
合
同
研
究
会
の
件

日
時：

場
所
は
一
九
九
九
（
平
成
11
）

年
７
月
24
日
（
土
）
午
後
２
時
よ
り

５
時
ま
で
、
日
本
体
育
協
会
会
議
室

（
Ｊ
Ｒ
原
宿
駅
徒
歩
三
分
・
岸
記
念

体
育
会
館
２
階
）
と
決
定
し
た
。

テ
ー
マ：

競
技
者
を
巡
る
法
律
問
題

第
4

部
会
長
に
関
す
る
件

次
の
と
お
り
報
告
さ
れ
た
。

1
部
会
永
井
憲
一
理
事
（
法
政
大

学
・
再
任
）

2
部
会
萩
原
金
美
理
事
（
神
奈
川
大

学
・
新
任
・
山
田
退
任
）

3
部
会
山
田
二
郎
理
事
（
東
海
大

学
・
新
任
・
菅
原
退
任
）

第
5

名
誉
理
事
規
約
に
関
す
る
件

一
九
九
八
（
平
成
10
）
年
総
会
で
千

葉
正
士
会
員
を
名
誉
理
事
と
す
る
こ

と
の
賛
成
を
得
ら
れ
た
の
で
、
本
年

度
で
規
約
案
を
検
討
し
、
小
笠
原
正

副
会
長
を
責
任
者
と
し
て
今
年
度
12

理
事
会
の
要
領

日
時

一
九
九
九
（
平
成
11
）
年
4

月
6
日
（
火
）
午
後
2
時
〜

場
所

早
大
人
間
総
合
研
究
セ
ン
タ

ー
分
室

出
席
理
事

濱
野
吉
生
、
小
笠
原
正
、

中
村
浩
爾
、
森
川
貞
夫
、
伊
藤
堯
、

菅
原
哲
朗

委
任
状
提
出
理
事

佐
藤
千
春
、
山

田
二
郎
、
奧
島
孝
康
、
萩
原
金
美
、

諏
訪
伸
夫
、
坂
本
重
雄
、
永
井
憲
一

出
席
監
事

池
井
優

委
任
状
提
出
監
事

日
野
一
男

出
席
事
務
局

入
澤
充
、
望
月
浩
一

郎
議
　
事

第
1

新
入
会
員
に
関
す
る
件

（1）

一
九
九
八
（
平
成
10
）
年
総
会

時
の
入
会
会
員
へ
の
通
知
方
法
に
つ

い
て

今
後
は
、「
入
会
承
諾
書
」
を
作
成
し
、

事
務
局
に
指
示
し
、
新
規
会
員
に
郵

送
す
る
。

（2）

入
会
申
し
込
み
が
あ
り
承
認
を

し
た
会
員

前
田
　
憲
昭

日
本
ラ
グ
ビ
ー
フ
ッ

ト
ボ
ー
ル
協
会
医
務

委
員

丸
山
　
浩
一

東
京
都
衛
生
局

常
深
隼
太
郎

関
西
ラ
グ
ビ
ー
協
会

医
務
委
員
・
つ
ね
み

医
院
院
長

杉
山
　
眞
夫

寺
尾
病
院
院
長

佐
々
木
秀
幸

早
稲
田
大
学
人
間
科

学
部

小
野
　
陽
二

小
野
ク
リ
ニ
ッ
ク

原
　
三
千
雄

エ
ー
・
ビ
ー
・
シ
ー
開

発
㈱

矢
澤
　
久
純

中
央
大
学
大
学
院
法

学
研
究
科

第
2

第
七
回
大
会
に
関
す
る
件

一
九
九
九
年
　
第
一
回

理
事
会
議
事
要
録
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年
報
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー

●
第
一
号

一
九
九
四
年

ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
当
事
者
関
係

●
第
二
号

一
九
九
五
年

ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
紛
争
と
事
故

●
第
三
号

一
九
九
六
年

ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
契
約
の
諸
問
題

●
第
四
号

一
九
九
七
年

ス
ポ
ー
ツ
の
権
利
性
と
文
化
性

●
第
五
号

一
九
九
八
年

ス
ポ
ー
ツ
法
の
理
念
と
ス
ポ
ー
ツ

事
故
問
題

知
恵
を
集
め
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
Ｈ
Ｐ
準
備
委
員
を
希
望
さ
れ
る
方

は
事
務
局
長
ま
で
Ｅ
メ
ー
ル
ま
た
は

Ｆ
Ａ
Ｘ
に
て
そ
の
旨
お
申
し
込
み
下

さ
い
。

M
A
IL
TO
:rp3t-sgw

r@
asahi-net.

or.jpsugaw
ara
tetsuro

菅
原
　
哲
朗

Ｆ
Ａ
Ｘ：

03
―
５
９
９
２
―
４
４
３
２

年
6
月
5
日
午
後
2
時
か
ら
4
時
ま

で
（2）

場
所：

早
大
人
間
総
合
研
究
所

セ
ン
タ
ー
分
室

8

会
計
処
理
に
つ
い
て

（1）
新
会
員
の
獲
得
・
寄
付
金
を
募
る

等
財
政
基
盤
を
充
実
さ
せ
る
方
向
で

検
討
す
る
。
法
人
の
賛
助
会
員
、
年

報
の
購
読
会
員
な
ど
を
創
設
す
る
こ

と
を
検
討
す
る
。
継
続
討
議

（2）

Ｉ
Ｓ
Ｄ
Ｎ
電
話
の
代
金
11
万
円

を
補
正
予
算
と
し
て
予
備
費
か
ら
支

出
す
る
こ
と
を
承
認

9

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ホ
ー
ム
ペ

ー
ジ
の
件

学
会
の
Ｈ
Ｐ
を
作
成
す
る
準
備
委

員
会
を
事
務
局
に
設
置
す
る
。

※
事
務
局
よ
り
お
知
ら
せ

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
Ｈ
Ｐ
準
備
委
員
の

募
集
に
つ
い
て

こ
の
た
び
日
本
ス
ポ
ー
ツ
法
学
会

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
開
設
す
る
こ
と

に
な
り
ま
し
た
。

多
く
の
会
員
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
で

（2）

再
任
　
小
林
真
理
・
斉
藤
健

司
・
鈴
木
モ
モ
子
・
野
間
口
英
敏
・

入
沢
充
・
望
月
浩
一
郎
・
中
村
祐
司

（
年
報
編
集
委
員
長
兼
務
）、
千
田
志

郎
、
そ
の
他
女
性
事
務
局
の
バ
イ
ト

で
応
援
を
依
頼
す
る
。

4

臨
床
ス
ポ
ー
ツ
医
学
会
と
の
共
同

研
究

（1）

研
究
の
終
了
を
12
月
18
日
の
大

会
で
事
業
報
告
を
事
務
局
長
が
す

る
。

（2）

依
頼
原
稿
で
小
笠
原
正
副
会
長

が
論
文
を
書
く
方
向
で
閉
め
た
い
。

5

年
報
第
6
号
準
備
の
経
過

（1）

依
頼
原
稿：

小
笠
原
正
・
佐
藤

千
春

（2）

書
評：

中
村
祐
司
・
高
橋
雅
夫

6

会
報
の
発
行

年
2
回
4
月
と
9
月
発
行
予
定

編
集
作
業
は
事
務
局
長
を
中
心
に
、

千
田
が
事
務
局
に
指
示
し
、
作
成
発

送
す
る
。

7

次
回
の
理
事
会
の
予
定
に
つ
い

て
（1）

日
時：

一
九
九
九
（
平
成
11
）

国立駅�
JR中央線�

旭
通
り
�富士

見通
り�

大
学
通
り�

大和BK
三和BK

さくらBK

たましん�

増田書店�

サンジェルマン�

くにたち�
駐車場�

神戸屋キッチン�

南口�

マクド�
  ナルド�

当社�

至立川� 至新宿�

第7叶ビル5F

駐輪場�

事
務
所
移
転
の
ご
案
内

新
事
務
所

〒
186-

0004

国
立
市
中
1
―
9
―
8

第
7
叶
ビ
ル
5
階

Ｔ
Ｅ
Ｌ：

042
―
580
―
１
３
５
１

Ｆ
Ａ
Ｘ：

042
―
580
―
６
２
７
５

案
内
図


